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                              令和８年６月９日 

 

とちぎ消費者リンクと第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社との間の 

差止請求に関する協議が調ったことについて 

 

 

  消費者契約法第 39条第１項の規定に基づき、下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．協議が調ったと認められるものの概要 

（１）事案の概要 

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク（以下

「とちぎ消費者リンク」という。）が、第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社（以

下「第一三共ヘルスケアダイレクト」という。）に対し、第一三共ヘルスケアダイレ

クトが使用する利用規約の条項（以下「本件条項」という。）について消費者契約法

第 10条（※１）に規定する消費者契約の条項に該当し無効であるとして本件条項の修正

又は削除を求めるとともに、第一三共ヘルスケアダイレクトの通販サイトにおける

最終確認画面の表示（以下「本件表示」という。）について特定商取引に関する法律

（以下「特定商取引法」という。）第 58条の 19第３号（※２）に基づいて表示の停止を

求めた事案である。 

 

（本件条項） 

① 第一三共ヘルスケアダイレクトが利用者への事前通知、承諾なしに利用規約を

変更できる旨を定める条項 

② 第一三共ヘルスケアダイレクトに帰責事由があったとしても、逸失利益及び特

別損害について免責対象とする旨を定める条項 

③ 利用者による規約違反行為によって、損害賠償義務が発生し、その請求回収に

第一三共ヘルスケアダイレクトが弁護士を用いた場合の費用を、弁護士報酬規

定に基づき利用者の負担とする旨を定める条項 

 （本件表示） 

  注文内容欄には初回金額のみが記載され、２回目以降の金額・数量については別途

「ご注文とご利用規約について」の欄にのみ記載されている表示 

 

（理由） 

ア 民法第 548条の４は、個別的合意によらず定型約款準備者が定型約款の変更を
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することに一定の要件を定めているところ、本件条項①は第一三共ヘルスケア

ダイレクトに限定のない一方的な規約の変更権を与えるものであり、法令中の

公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は

義務を加重する条項である。また、本件条項①は、消費者にとって不利益変更

となる場合でも、極めて広範な裁量権を第一三共ヘルスケアダイレクトに留保

する規定であって、消費者が予期しない不利益変更により不測の損害を被る可

能性があることから、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとい

える。そのため、本件条項①は、消費者契約法第 10条に該当し、無効である。 

イ 民法第 416条第１項によれば、通常損害の範囲内であれば逸失利益も債務不履

行を原因とする損害賠償義務の範囲から除外されず、同条第２項は「特別の事

情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったと

きは、債権者は、その賠償を請求することができる。」と定めている。 

  本件条項②は、逸失利益について制限なく免責対象としており、第一三共ヘル

スケアダイレクトに帰責事由がある場合であっても逸失利益について免責対象

としている。加えて、本件条項②は、特別損害について、予見の有無にかかわ

らず消費者に生じた損害の賠償義務を負わないことも定めており、第一三共ヘ

ルスケアダイレクトに帰責事由がある場合の特別損害についても免責対象とし

ている。 

そのため、本件条項②は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合

に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であり、信義則に反して

消費者の利益を一方的に害するものといえることから、消費者契約法第 10 条に

該当し、無効である。 

ウ 契約は当事者間の合意によって成立するものであり、仮に事業者が弁護士との

間で委任契約を締結したとしても消費者と弁護士との間には何の契約関係も成

立せず、消費者が弁護士費用を負担すべき理由はない。また、金銭の給付を目

的とする債務不履行に基づく損害賠償請求では、民法第 419条第１項により定め

られた法定利率を超えた損害の賠償を請求できないと解されている。 

 本件条項③は、法律上の原因がないにもかかわらず第一三共ヘルスケアダイレ

クトが依頼した弁護士の費用を消費者に負担させる、又は法定利率を超えた損害

賠償の支払いを求めるものと解される。 

そのため、本件条項③は、法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合

に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であるといえる。そして、

弁護士報酬規定に基づき費用を請求するとされているものの、消費者には弁護士

報酬規定が明らかではなく不測の損害を被る可能性があり、信義則に反して消費

者の利益を一方的に害するものといえることから、本件条項③は、消費者契約法

第 10条に該当し、無効である。 
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エ 本件表示について、第一三共ヘルスケアダイレクトの通信販売サイトで広告が

なされている当該商品の売買契約は消費者が解約を申し出るまで定期的に商品

の引き渡しがなされる無期限の定期購入契約に該当するところ、最終確認画面

の「◆注文内容◆」の部分には、初回１袋 1,800 円の記載しかなく、「◆配送方

法◆」の部分には、【定期コース】60 日コース（２回目のみ 30 日後にお届け）

との記載があるものの、２回目以降の金額の記載がない。また、２回目以降の

金額は、「◆ご注文とご利用規約について◆」の欄に記載があるものの、消費者

がスクロールして内容を確認しなければ表示されない上、文字が詰まっている

ことから、２回目以降は購入数量が２袋に変更されることについて消費者が認

識できないおそれがある。 

そのため、本件表示は、消費者において２回目以降も１袋ごとの購入であると

の誤認や、初回と同程度の金額での購入であるとの誤認を生じさせるおそれがあ

り、商品の分量や販売価格につき人を誤認させるような表示といえ、特定商取引

法第 58条の 19第３号ロに該当する。 
 

（※１）消費者契約法 

（消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思

表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に

比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法

第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とす

る。 

 

（※２）特定商取引に関する法律（特定商取引法） 

（通信販売に係る差止請求権） 

第五十八条の十九 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不

特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販

売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の

廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求する

ことができる。 

一・二 [略]  

三 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、

人を誤認させるような表示をする行為 

イ 当該書面の送付又は当該手続に従った情報の送信が通信販売に係る売買契約又は役務

提供契約の申込みとなること。 

ロ 第十二条の六第一項各号に掲げる事項 

四 [略]  

注）上記の差止請求が行われた日現在の規定 

 

（２）結果 

とちぎ消費者リンクは、令和７年 10月 27日、第一三共ヘルスケアダイレクトに対
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する申入れを開始し、第一三共ヘルスケアダイレクトにより申入れの趣旨に沿う対

応がなされたものとして、令和８年２月 19日、申入れを終了した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人とちぎ消費者リンク（法人番号 6060005009249） 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

第一三共ヘルスケアダイレクト株式会社（法人番号 6470001005375） 

 

４．当該事案に関する改善措置情報（※３）の概要 

なし 
（※３）改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停止

若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受けた

場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規則第

14条及び第 28条参照）。 

 

以上 

 

 消費者庁消費者制度課 

電話番号:03-3507-8800（代表） 

URL：https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/index.html 


